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　2012年に固定価格買取制度（FIT）がスタートして以来、太陽光パネルが住宅の屋根から広大な野
山まで、日本各所に設置されるようになりました。
　一般的に太陽光パネルの寿命は20年から30年と言われておりますが、間もなく大量廃棄の時期が
近づいてきます。
　予想では2030年代後半には、年間50万トンから80万トンという大量廃棄のピークを迎えると言われ
ており、この課題に対応するため、環境省と経済産業省が連携して法制度の整備を進めています。

①廃棄費用の「積み立て」義務化
　現在は、FITなどの制度を利用する10ｋW以上の事業用太陽光発電設備を対象に、将来の廃棄・撤
去費用を売電収入から自動的に差し引かれる「外部積立」が適用される仕組みとして「太陽光発電設
備の廃棄等費用積立制度」が導入されています。
「廃棄するお金がない」という事態を防ぎ、不法投棄リスクを低減するための制度です。
②リサイクル義務化に向けた制度設計
　2024年から専門家による検討会が立ち上がり、排出者へのリサイクル義務付け強化のための制度設
計が議論されているところです。
　2026年１月に環境省と経済産業省はパネルの分解・リサイクル（材料ごとに再利用）を義務化する
制度に関する有識者会議を開催し、新たな法制度案を示し、早期整備に向けた検討が続いています。
③中間処理体制の整備
　現状の中間処理（解体・選別・破砕・焼却・溶解などの行程）能力は年間約７万トンにすぎません。
　将来の最大年間50万トンの廃棄に備えるため、産業廃棄物としての適正処理とリサイクル（資源循
環）の両面で全国的な処理インフラの整備も進められています。

　廃棄問題は「これから来る問題」ではなく、「今から備える問題」です。太陽光発電が脱炭素社会
を支え続けるために正しい知識を備えましょう。

第37回
「太陽光パネル」のその後、知っていますか？


